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報告事項 ① 
山形市自転車等駐車対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山形市自転車等駐車対策

１ 撤去業務

２ 保管・返還業務

３ 整理業務

４ 啓発業務

放置禁止区域
（山形駅周辺）

その他の区域

5 駐輪場管理
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    自転車等放置禁止区域

１ 撤去業務

平成６年９月に自転車等放置防止条例を制定し、公共の場所における自転車等の放置
を防止することにより、安全で快適な市民生活の形成を図ることを目指しております。
このため、平成７年度から、この条例に基づいて、山形駅周辺を自転車等放置禁止区域
に指定し、自転車等の撤去を行っております。

また、自転車等放置禁止区域は以下のように、拡大を図っております。

放置禁止区域（即時撤去可）

拡大前（平成28年8月）の様子

拡大④

拡大前（平成23年10月）の様子

拡大③
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※ 毎週金曜日の午前・午後の２回、放置禁止区域内の放置台数の調査を行っております。
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※ 週１回ペースで、撤去作業を行っております。
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１ 撤去業務

①山交ビル南側、山形南高校前

②山形駅南駐輪場

③北山形駅駐輪場

④その他

上記①～④の撤去作業を行う場合、警告札（下記参照）を自転車に取り付け、一定期間
放置されていることを確認し、撤去を行っております。

（例）7月7日・・・警告札貼り付け日
↓
↓ 貼り付け日から7日間以上
↓

7月22日・・・撤去日

撤去日に、この警告札が、
貼られたままの自転車等の撤去を行います。

その他の区域
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3 年 7 月 22 日

3 年 7 月 7 日

山交・南高前（3他73）

警　告
　公共の場所には自転車・原付
を放置しないようにしてください。

まで引き続き放置されているときは、
　このまま 令和

山形市自転車等放置防止条例第１１条

の規定により撤去します。
　なお、自転車・原付の返還を受けよ
うとする際に撤去・保管に要した費用
として、次の金額を納付していただき
ます。

自転車　１，０００円
原 　付　２，０００円

令和

山　形　市
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5

【①山交ビル南側・山形南高前】

近年は、毎月１回の警告・撤去作業を行っております。
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【②山形駅南駐輪場】 無料／収容：850台

5月、６月、8月、１０月、１２月の年５回程度、警告・撤去作業を行っております。
特に、４月は卒業生が放置していったと思われる自転車が非常に多く、撤去台数が
１００台を超える時もあります。
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【③北山形駅東口・西口駐輪場】 無料／収容：1,080台

５月、７月、１１月の年３回程度、警告・撤去作業を行っております。
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*Ｈ３０増の理由：蔵王駅６７台、花笠祭り前３５台、出羽・千歳駅４３台が増えたため。
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【④その他市内回収】

市内において、地域交番や市民からの撤去要請を受けて、駅駐輪場や道路上に乗り捨てられている

放置自転車等を撤去しております。
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撤去台数
（Ａ）

返還台数
（Ｂ）

返還率
（Ｂ）/（Ａ）

Ｈ２５ 1,914 974 50.9%
Ｈ２６ 1,495 667 44.6%
Ｈ２７ 1,368 604 44.2%
Ｈ２８ 1,027 428 41.7%
Ｈ２９ 1,082 524 48.4%
Ｈ３０ 791 209 26.4%
Ｒ１ 651 161 24.7%
Ｒ２ 387 68 17.6%
Ｒ3 402 109 27.1%

●自転車返還所
（青柳跨線橋下）

山形警察署に防犯登録番号を照会し、
登録所有者に対しハガキにて返還通知
を行っております。

撤去した自転車は下記の場所にて保管しております。（山形市流通センター四丁目地内）

●ヤマト運輸

国

道

１３

号

線

所有者が引き取りに来なかった自転車等は保管期限
（６０日間）を経過した後、市で処分します。

そのうち、状態の良いものは、公益社団法人山形市
シルバー人材センターに無償で譲与し、修理整備の
上、市民に廉価で譲渡されております。

２ 保管・返還業務
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令和2年度にフェンスの改修工事を実施いたしま
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七日町周辺区域において、歩道等に駐輪されている自転車等の整理等を行い、歩行者が
安全かつ快適に通行できるスペースを確保していくため、業務委託により事業を行って
います。

（概要）
・委託先 公益社団法人山形市シルバー人材センター

・業務区域 下図のとおり

・時間帯等 午後1時～5時（10～2月は4時まで）、年3６0日、2人体制

アズ七日町●

山形市立病院済生館●

山形市立第一小学校●

ホテルキャッスル●

３ 整理業務

●山形銀行
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七日町周辺の自転車整理業務の範囲を、山形駅前まで拡大することを検討して欲しいという
意見を受け、令和３年度より実態調査及び整理・整頓業務を行っているところです。

（概要）
・委託先 公益社団法人山形市シルバー人材センター

・業務区域 下図のとおり

・実施日 毎週火・木の週2回

３-2 整理業務

旧十字屋●

ホテルキャッスル●

ホテルキャッスル●

七日町周辺区域自転車整理

放置自転車禁止区域

山形駅前大通り自転車整理調査
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配布先・部数一覧
ポスター リーフレット

公社 23 0

小学校 111 0

中学校 51 0

高校 48 4,004

大学 14 36

市施設 41 360

コミセン 20 600

学童クラブ 36 0

その他(商
店街、ホテ
ル、自転車
販売店等)

153 0

計 497 5,000

山形市では、自転車利用者のマナー向上のため、広報やまがたへの掲載、
放置禁止区域内への看板設置、市内各高校へのチラシ配布等による呼びかけを行っております。

４ 啓発業務

広報やまがた掲載

区域内看板設置

啓

発

チ

ラ

シ

H30．8．14（山形花火大会時）

啓発活動の様子（霞城セントラル広場前）

リーフレットの配布 表

裏

＊今年度も小中学生等
を対象としたポスター・
リーフレットの配布を行っ
ていきます。
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山形市営駐輪場の内、①～③は、指定管理者（一般財団法人山形市都市振興公社）
による管理・運営を行っております。

① 済生館前地下駐輪場（無料）
② 霞城セントラル駐輪場（有料）
③ 山形駅東口交通センター駐輪場（有料）
④ 山形駅南駐輪場（無料）

５ 駐輪場管理

① 済生館前地下駐輪場
収容台数：自転車338台 バイク72台

営業時間：午前7時30分～午後10時

② 霞城セントラル駐輪場

収容台数：自転車1,484台 バイク262台
営業時間：午前5時30分～午後12時

料 金：自転車 1回利用（1日につき）50円

定期利用（1ヵ月につき）900円

バイク 1回利用（1日につき）100円
定期利用（1ヵ月につき）2,000円

③ 山形駅東口交通センター駐輪場
収容台数：自転車1,305台 バイク70台

営業時間：午前5時30分～午後12時

料 金：自転車 1回利用（1日につき）50円
定期利用（1ヵ月につき）900円

バイク 1回利用（1日につき）100円

定期利用（1ヵ月につき）2,000円

④ 山形駅南駐輪場
収容台数：850台

営業時間：24時間

位 置 図

位 置 図

③

④
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和１年度 令和2年度 令和3年度

済生館前地下駐輪場

利用台数計       （台） 29,238 35,085 39,073 32,935 32,097 34,618 37,217 24,940 24,982

　　うち自転車 24,298 30,159 34,348 28,128 26,334 29,033 32,482 22,099 22,097

　　うちバイク 4,940 4,926 4,725 4,807 5,763 5,585 4,735 2,841 2,885

山形駅東口交通センター駐輪場

利用台数計       （台） 567,120 552,477 531,689 531,973 532,874 537,763 519,492 493,421 497,312

　　うち自転車 551,876 538,260 519,706 517,743 518,326 523,761 505,562 481,765 487,176

　　うちバイク 15,244 14,217 11,983 14,230 14,548 14,002 13,930 11,656 10,136

料金収入          （円） 18,512,250 17,430,800 17,253,200 17,568,800 17,257,750 17,427,150 15,569,800 15,284,950 15,467,200

霞城セントラル駐輪場

利用台数計       （台） 331,751 351,232 361,514 342,550 334,222 329,462 346,497 305,491 296,152

　　うち自転車 325,341 344,440 354,589 336,867 329,623 325,053 342,814 302,276 292,163

　　うちバイク 6,410 6,792 6,925 5,683 4,599 4,409 3,683 3,215 3,989

料金収入          （円） 11,691,950 12,185,750 12,345,200 11,286,600 11,111,700 10,949,650 11,664,500 9,662,100 9,403,950

（注）　済生館前地下駐輪場のみ、利用台数ではなく、定時の台数調査の数値となっています。
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○利用状況
市営駐輪場の利用は年によってばらつきがあるものの、おおむね横ばいで推移しております。
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山形市自転車等放置防止条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、この市の公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良

好な都市環境を維持し、もって安全で快適な市民生活の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 自転車等 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原動機

付自転車及び同項第11号の２に規定する自転車をいう。 

(２) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者及び所有者（以下「利用者等」という。）

が当該自転車等から離れて、これを直ちに移動させることができない状態にあることをい

う。 

(３) 公共の場所 道路、駅前広場その他これらに類する場所をいう。 

(４) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。 

（市長の責務） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関する必要な施策の

実施に努めなければならない。 

（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車等の利用者等は、自転車等の安全利用及び放置の防止に努めるとともに、市長

が実施する施策に協力しなければならない。 

２ 自転車の所有者は、自転車の見やすい箇所に住所及び氏名を明記するとともに、当該自転

車について防犯登録を受けるよう努めなければならない。 

（鉄道事業者等の責務） 

第５条 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第７条第１項に規定する鉄道事業者及び道路運送

法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営す

る者（以下「鉄道事業者等」という。）は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設

置するよう努めなければならない。 



 
 

２ 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、その用地を提供するなど、市

長が実施する施策に協力しなければならない。 

（施設の設置者の責務） 

第６条 官公署、学校、図書館その他公益的施設を設置する者及び百貨店、スーパーマーケッ

ト、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置する者は、当該

施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に

設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（自転車の小売業者の責務） 

第７条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の所有者の住所及

び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなけれ

ばならない。 

（放置禁止区域等の指定等） 

第８条 市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により良好な都市

環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域（以下「放置禁

止区域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は、前項の放置禁止区域以外の場所において、自転車等の放置が増大し、良好な都市

環境が阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置規制区域（以下「放置規制区域」

という。）に指定することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により放置禁止区域及び放置規制区域（以下「放置禁止区域等」と

いう。）を指定しようとするときは、あらかじめ第14条に規定する附属機関の意見を聴かな

ければならない。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定により放置禁止区域等を指定したときは、その旨を告示

しなければならない。 

５ 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等を変更し、又は廃止することができ

る。 

６ 第３項及び第４項の規定は、前項の放置禁止区域等の変更又は廃止について準用する。 

（自転車等の放置の禁止） 

第９条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域等内に自転車等を放置してはならない。 

（放置禁止区域等内の放置自転車等の措置） 

 



 
 

第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者

等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所（以下「自転車等駐車場等」と

いう。）に移動するよう命じ、又はこれを撤去し、保管することができる。 

２ 市長は、放置規制区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に

対し、当該自転車等を自転車等駐車場等に移動するよう命ずることができる。 

３ 市長は、自転車等の利用者等が前項の命令に従わず、相当の時間自転車等を放置している

ときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。 

（放置禁止区域等以外の場所における放置自転車等の措置） 

第11条 市長は、放置禁止区域等以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な都

市環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を

放置しないよう指導することができる。 

２ 市長が、自転車等の利用者等が前項の指導を受けたにもかかわらず相当の期間自転車等を

放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。 

（保管した自転車等に係る措置） 

第12条 市長は、第10条第１項、第３項及び前条第２項の規定により自転車等を撤去し、保管

した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還す

るための必要な措置を講じなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、同項の告示の日後相当の期間を

経過してもなお利用者等が引き取らない自転車等があるときは、当該自転車等を売却し、又

は廃棄等の処分をすることができる。 

（費用の徴収） 

第13条 市長は、第10条第１項、第３項及び第11条第２項の規定により撤去し、保管した自転

車等を返還する場合は、これに要した費用として、自転車にあっては１台につき1,000円、原

動機付自転車にあっては１台につき2,000円を当該自転車等の返還を受けようとする者から

徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

（自転車等駐車対策協議会の設置） 

第14条 この市に山形市自転車等駐車対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第15条 協議会は、市長の諮問に応じ、自転車等の放置を防止するための総合的な対策並びに

 



 
 

自転車等放置禁止区域等の指定、変更及び廃止について協議する。 

（組織） 

第16条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 関係団体等の代表者 

(３) 関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第17条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第18条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

（意見等の聴取） 

第19条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等を聴くこ

とができる。 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

報告事項 ② 
山形南高校前バス停付近の自転車対策について 
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山形南高校前バス停付近の自転車対策について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜協議会の委員より＞ 

山形南高校前にある仙台行きのバス停の近くに、山交で 

土地を借りて駐輪場として利用者に提供してきた。   

しかし、平成２８年７月末をもって、 

駐輪場として提供できなくなった。 

その結果、歩道上に自転車が置かれるようになり、 

近隣住民からの苦情が出てきている。 

交通結節点という要所でもあることから、 

市で駐輪場を確保してもらえないかという要望を 

得、検討を行っている。 

                      

案①・ 案② ・案③ を検討。 

位置図 

案① 

案➁ 

検討結果 

  



2 
 

 
 
所 在：あこや町一丁目１－１ 

管理者：山形市（道路維持課）、東原町第四区自治会 

経 過：平成１４年４月１日より、 

山形市と東原町第四区自治会と管理協定を締結している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○道路管理者である山形県と協議し、歩道上に仮設の 

駐輪スペースを確保する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【道路占用に係る要件】 

①歩行者又は自転車が通行できる幅員（３ｍ以上）の確保 

 ②道路構造令を遵守し、車止めを徐した余地(１．１７ｍ)内での設置を検討 

 
 
 
 
 案➁はあくまで暫定処理のため、今後も南高校前周辺への新たな駐輪場の確保に向け、調査・検討を

進めていく。 

自転車歩行者道（4.5m） 

案➁：南高校前に仮設の駐輪帯を検討 

○現状の放置駐輪台数 

北側：１０台 

南側：０台 

(※新型コロナウイルス 

感染症影響前:約２０台) 

◎駐輪帯予定台数 

北側：駐輪禁止とする。 

南側：２０～３０台 

(新型コロナウイルスの感染

症収束後を想定) 

検討事項 

検討結果 案③：新たな駐輪場の確保 

案①：ポケットパークの活用 

○ポケットパークを「新駐輪

場」として整備できないか。 

地域からの同意が得られてい

ない。 
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報告事項 ③ 
山形市自転車活用推進計画 

及び 

コミュニティサイクル事業について 
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2022 年 11 月 2 日 

山形市コミュニティサイクル導入事業について 

市⺠の⽇常利⽤や来訪者の観光利⽤など中⼼市街地を核とした移動環境の向上はもとより、脱炭
素型のライフスタイルへの転換を図るため、山形駅や山形市役所など鉄道や路線バスなどの既存公
共交通が接続する主要な交通結節点のほか、多くの人が訪れる施設や大学等にコミュニティサイク
ルを設置するもの。更に、山寺を訪れる観光客を対象として、山寺地区内の回遊性の向上を図るた
め、山寺駅付近にもサイクルポートを設置する。 

▼やまぎん県⺠ホール       
１ 事業内容 

① 車両（電動アシスト自転車）導入数 
種類：Panasonic「J コンセプト」、色：ダークリリーパープル 
台数：180 台（現在 85 台、今年度中に 95 台増車予定） 

② サイクルポート（駐輪場）設置数 
40 箇所（現在 11 箇所、今年度中に 29 箇所増加予定） 

 <サイクルポート一覧>  
・山形駅東⼝交通センター前 ・山形市役所⻄側駐輪場  
・やまがたクリエイティブシティセンターQ1 ・山形まるごと館紅の蔵  
・やまぎん県⺠ホール ・山形美術館前 ・ほっとなる広場公園 ・東北芸術⼯科大学  
・山形県庁前 ・立谷川河川公園山寺緑地 ・山形城三の丸土塁跡前 
③ 利⽤料金 

従量料金：50 円／15 分（1,600 円／24 時間上限） 
定額料金：1,000 円／⽇  

④ 利⽤期間 
１０⽉〜３⽉末までの６ヶ⽉間 R4 年度事業 

 
２ 導入スケジュール 

令和 4 年 10 ⽉ 3 ⽇〜 1 年⽬サービス開始（10 ⽉〜3 ⽉末） 
令和５年 4 ⽉ 1 ⽇〜 2 年⽬サービス開始（4 ⽉〜3 ⽉末） 

 
３ 事業者概要 

①事業者 ecobike 株式会社（APAMAN グループ） 
②運営実績 ・姫路市:H28.7〜R5.3 ・福島市:H28.4〜R5.3 ・岐⾩市:R4.1〜R8.3 
      ・つくば市:R3.5〜R6.10 ・山⼝市:R2.12〜R5.1 ・前橋市:R2.12〜R5.4 等 
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